
一般社団法人日本液晶学会	 学会賞について	 
	 

２０１４年度表彰委員会	 委員長	 	 	 	 清水	 洋	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 副委員長	 	 齋藤一弥	 

	 

	 以下は，２０１４年９月９日の定時社員総会において，清水表彰委員長から行った報告の

内容です．	 

	 

１．表彰規定の改定（２０１３年度理事会決定，実施済）	 

	 

改訂前	 

	 

（表彰の種類）	 

第３条	 表彰は原則として次のものとする。

各賞の受賞対象，条件などは付-1に定める。	 

１）功績賞	 

２）業績賞（学術部門（個人），開発部門（個

人または団体））	 

３）論文賞（A 部門），（B 部門）	 

４）奨励賞	 

５）著作賞	 	 

	 

（受賞者の選定）	 

第６条	 受賞者は，日本液晶学会正会員また

は賛助会員の推薦した受賞候補者の中から

選定する。	 

２	 第３条に定める受賞者の選定のために年

度毎に表彰委員会を置く。	 

３	 受賞候補者を推薦する者は次の事項を具

備した書面を表彰委員会委員長宛に e	 mail

し，事務局宛に CC する。	 	 

	 

	 

注 1．	 過去における受賞者は，同一種類の

賞（論文賞に限ってはＡ部門，Ｂ部門をそれ

ぞれ別の賞とみなす。）については受賞年度

を含めて原則として５年以内に再受賞する

ことはできない。ただし，５年以内に受賞歴

があった場合でも，しかるべき理由がある場

合には，その旨を記載の上推薦することがで

きる。	 	 

	 

改訂後	 

	 

（表彰の種類）	 

第３条	 表彰は原則として次のものとする。

各賞の受賞対象，条件などは付-1に定める。	 

１）功績賞	 

２）業績賞	 

３）技術開発賞	 

４）奨励賞	 

５）論文賞（A 部門），（B 部門）	 

６）著作賞	 	 

	 

（受賞者の選定）	 

第６条	 受賞者は，日本液晶学会正会員また

は賛助会員の推薦した受賞候補者の中から

選定する。	 

２	 第３条に定める受賞者の選定のために年

度毎に表彰委員会を置く。	 

３	 受賞候補者の推薦は次の事項が記載され

た書面を表彰委員会委員長宛として事務局

に送付する。電子メールによる送付も可とす

る。	 	 

	 

注 1．	 過去における受賞者は，同一種類の

賞（論文賞に限ってはＡ部門，Ｂ部門をそれ

ぞれ別の賞とみなす。）については受賞年度

を含めて原則として３年以内に再受賞する

ことができない。ただし，３年以内に受賞歴

があった場合でも，しかるべき理由がある場

合には，その旨を記載の上推薦することがで

きる。	 	 

	 

改訂後の付-1 は次ページ	 

	 

	 	 



付-1	 日本液晶学会受賞対象，条件および受賞件数（下線部が変更点）	 

賞の種類	 受賞対象および条件	 受賞件数	 

功績賞	 

日本液晶学会の発展に指導的な役割を果たすとともに，液晶

またはこれに関係がある科学技術あるいは産業に対し特に

顕著な貢献をなした個人。	 

１件以内	 

業績賞	 
液晶研究において特に優れた業績を挙げ，学術或は産業の発

展に貢献した個人。	 
２件以内	 

技術開発賞	 
液晶技術において特に優れた成果を挙げ，産業界の発展に貢

献した会員（１件について５名以内）。	 
１件以内	 

論文賞	 

（A 部門）	 

（B 部門）	 

（A 部門）日本液晶学会討論会や他の液晶関連学会および学

術雑誌等において発表された最優秀論文の著者。	 

（B 部門）日本液晶学会誌に掲載された最優秀な解説論文等

の著者（原則として表彰の対象論文は，表彰時点の前々年１

月１日から前年１２月３１日の２年間に発表されたものと

する）。	 

A 部門 3件以内	 

B 部門 1件以内	 

奨励賞	 

本会会員であって，液晶の基礎または応用に関する発展の期

待される優秀な研究業績を上げ，進歩の著しい者とし，	 年

齢が受賞時点において満３５歳に達しない者。	 

３件以内	 

著作賞	 

液晶に関する優秀な著書の著者で受賞時点で本会会員であ

る者（原則として表彰対象著書は受賞時点から遡り５年以内

に刊行されたものであり，かつ単独あるいは少人数による私

的な著作物に限る）。	 

１件以内	 

	 	 



２．２０１４年度表彰委員会	 

	 

開催日と構成	 

	 

個人賞小委員会（功績賞、業績賞、奨励賞）	 

	 

日時：２０１４年５月１７日（土）	 

	 	 	 １３：００〜１５：３０	 

委員（敬称略）	 

苗村省平（Southampton 大学）	 

半那純一（東京工業大学）	 

宮地弘一（シャープ株式会社）	 

吉澤	 篤（弘前大学）	 

渡辺順次（東京工業大学）	 

	 	 

	 

論文賞小委員会	 

	 

日時：２０１４年５月３１日（土）	 

	 	 	 １３：３０〜１６：００	 

委員（敬称略）	 

宇戸	 禎仁（大阪工業大学）	 

	 堤	 	 治	 （立命館大学）	 

富川	 直樹（セイコーエプソン株式会社）	 

本間	 道則（秋田県立大学）	 

福田	 順一（産業技術総合研究所）	 

安武	 幹雄（埼玉大学）	 

高頭	 孝毅（山口東京理科大学）	 	 

場所：株式会社アドスリー	 

（日本液晶学会事務局）会議室	 	 

委	 員	 長	 	 清水	 洋	 （独）産業技術総合研究所	 

副委員長	 	 	 齋藤一弥	 	 筑波大学	 

事	 務	 局	 	 諸星宗一	 	 株式会社アドスリー	 	 

	 

審議の経緯	 

	 

個人賞	 

	 各賞毎に、表彰規定に記載の趣旨を踏まえて審議、投票の手順で進行。各賞では、応募さ

れた候補者の資料を委員長が音読、内容の確認を行い、審議に移行。最終的結論は委員の無

記名による候補者の推薦に関する可否選択方式で投票を行い、事務局及び副委員長による開

票を実施し、理事会への受賞推薦者を決定した。なお、委員長及び副委員長は会の円滑な進

行に専念し、投票権を有しない立場で実施した。	 	 

	 

論文賞（応募件数２８件）	 

	 各賞毎に、表彰規定に記載の趣旨を踏まえて審議、投票の手順で進行。各賞では、応募さ

れた候補者の資料を一般公募分については委員長が音読、フォーラム推薦分については当該

フォーラムからの委員が説明、内容の確認を行うとともに発表年月及び３年ルールに係るチ

ェックを行った。更に、対象分野の妥当性を精査し、第１及び第２の分野を考慮した分野位

置付を確定後、審議に移行した。審議後、分野に拘らず各委員持ち点１０点の分配を無記名

投票、個別候補の名前を挙げずにまず集計結果を高得点から並べる方式を採用した。得点順

に得点のみを該当分野を含めて明示、推薦候補を決定した段階で論文照会した。開票、得点

集計は事務局及び副委員長により実施した。なお、個人賞と同様に委員長及び副委員長は会

の円滑な進行に専念し、投票権を有しない立場で実施した。また、対象となる論文著者に含

まれる委員は審議中一時退席を願い、投票権も辞退していただいた。以下を論文賞委員会の

結論とした。	 	 

	 

（それぞれの結果については別途公表済み）	 

	 	 



３．２０１５年学会賞について	 	 

	 

既決事項（２０１３年第５回理事会決定）	 

	 

改訂前	 

	 

（表彰の方法）	 

第５条	 ２	 受賞者には賞状と賞牌を授与す

る。ただし，論文賞および著作賞の著者が２

人以上の場合には，各賞に対して１個の賞牌

を授与し，希望によりレプリカを有料にて作

製する。	 

	 

改訂後	 

	 

（表彰の方法）	 

第５条	 ２	 功績賞、業績賞、技術開発賞並

びに奨励賞受賞者には賞状と賞牌を授与す

る。また、論文賞および著作賞受賞者には賞

状を授与する。	 	 

	 

	 	 

	 

検討中の事項	 

	 

・表彰委員会運営規則の策定	 

・表彰委員会開催の早期の実施、決定及び報告	 

・当該年の討論会における受賞講演の実現	 	 

	 

	 


